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フィリピン戒厳令下の農地改革とその農民，

農村社会への影響

はじめに

小稿は，戒厳令下フィリピンの農地改革に関する現地

調査の報告である。戒厳令下の農地改革を調査課題に選

定した理由は三つあった。一つは，戒厳令布告後発令さ

れた大統領布令第'27号が別名「小作農解放令J(Tenant 

Emancipation Decree）と呼ばれて，後述のように著し

く急進的性格を帯びる改革計画であったこと，第2に，

戒厳令を常態としてその上に築かれた独裁体制という強

権発動装置の完備は通常の民主的・平和的手続きによっ

ては実施が著しく困難な農地改革を一面で可能とさせる

に十分な条件を提供すると考えられること，第3に，報

道管制下という留保は認めるものの新聞紙上ではその後

のE文章の着実な進展一一具体的には後述される土地移転

証書の発行ー が伝えられていること，したがって現実

の農村に大きな変化が起こりつつあると想定されるが，

その方向あるいは実態を抱梶することが同外ではむずか

しいこと，がそjもである。

調査期聞は1974年2月上旬から 3月下旬に至る50日間

で，調査のやlJ方としては中央の農地改革関係官庁に始

まり地域改革局（regionalo伍ce），州レベルの地区改革

局（districtoffice），町レベルの改革チーム事務所（team

office）と改革実施機関を中央から逐次地方末端におりて

関係資料・データ収集に努め，最後に20日ばかりかけて

農村レベルでの実態調査を行なった。具体的には中部ル

ソン地域のヌエパ・エシハ州ギンパ町およびそのなかの

村落で調査を実施したのであるが，その理由は同州が改

革実施パイロヴト地区となっていること，しかもギンパ

町には筆者が過去直接に調査を手がけたことのある村落

が二つあって，今回短期間に改革の影響を把握するには

好都合であるとの判断があったこと，などである。

以下の報告では，民初に現行農地改革の背景としてフ

ィリ lデン土地制度の特徴，現在の政治体制＝戒厳令体制，
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およびそこでの農地改革の位置づけについて述べ，つづ

いて「小作解放令」によって代表される農地改革計画の

概要を検討し，さらにその進捗状況，その農民と農村社

会への影響にふれ，最後に今後の展望に対する若干の私

見を述べてみた。

なお，これはアジア経済研究所海外調査員滝川勉氏（在

マニラ）との協同調査の成果に負うところが大であるこ

とをあらかじめここに明記しておかなければならない。

また，今回の調査結果が，多少なりとも実質的意味をも

ちうるとしたら，それはひとえにわれわれの調査に快く

協力してくれたフィリピンの多くの方々の賜物であるこ

とは言うまでもなく，ここに記して謝意を表する次第で

ある。

I 戒厳令と農地改革

1. 一般的背景

寸ィリピンの土地制度が地主的大土地所有告I］に基礎を

おくこと，そうした土地制度にもとづいて社会全体がご

く少数の「持てるものJと大多数の「持たざるものJへ

の著しい分解を示すこと，したがってフィリピンの政治，

社会，経済はもっぱら一部大地主階級を中心にそれと密

接に関係する財閥，特権官僚の支西日するをころとなって

いることは周知の事実であるが，同時にそうした社会の

仕組それ自体がさまざまな形の矛盾を内包して政治的不

安定要因を構成し，また社会経済の近代化への大きな梧

袷となっていることも否定しがたい事実である。このよ

うな土地制度の変革要求は1930年代から農民大衆により

一貫して続けられるが，それを受けて支配階級の仮I］でも

その修正を考えないわけにはいかなかった。 1933年の米

作分益小作法に始まるその後の小作立法（46年の改正，

54年の新小作法，および59年のその改正）， 55年および

63年の農地改革法， 71年の63年法改正法制定がそれであ

る。 LかL，これら法律制定が地主階級の安両日十る議会
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においてなされるものであるだけに，建て前はともかく

実質的には効果の薄いものとなるか，さもなくば，核心

？をはずした手直し程度のものになるかのいずれかであっ

た。 l也主所有地の再両日分による自作農創設という拷え；j'

it, 551,fの｜：地改革法rろに－-J't Lた政府の方針ではあと】

が，マクヘ！ト 11/-{ J女権下でのそれは地主的所frの矛Ji'U;;

i，－》ともリ郎、地hド）1J、作農民を未聞の公｛｛J-血に送り込ん

でi『1(1'農を(11Jrtするいわゆる作ll:入 ttliiili両jfこ：to'，、て計1・・

(I）実績をみたにすぎないし， 6:J{f.Uτにもと／九、て改1(，：合
実！直してマノレコス政権下でのそれは［＇. f/1農創設それi'I休

よりももっ1:!r-JI]、作制度の転換（分2左前jから定額制） Iこ

定点を置くものでしかなかった。つ主り，改革努力はH臼

と的所有地の買収とその農民への再開己分という農地改革

の木怖からはずれ，その周辺での手前Lに終始したので

あり，改革計阿を繰り返すご Eによ－，て農民の期待をlji.

に将来につなぐものであったといっても過言ではない。

それでさえも決して十分な実績をあげるととができず，

たとえば印刷年から71年に至る R年rmに小作制度転械に

成功したのは対象小作農民（分益小作農〕のわずか 9%

でしかなかったといわれている。その結果，土地制度の

変革はたんなる標携に終わり，したが J》て地主階級の支

配する社会経済構造に何らの茶木的修'il：も加えられるこ

どなく今Flに至った。

ところで， 「アメリカ型民主主茶のショー・ウ fンド

ーJとまでいわれてきたフィリピンにおいて，戦後政治

史上最大の出来事は1972年9月21日を境とする独裁政権

の誕生であった。それには一般に指摘されるように三つ

の主要な要国が考えられる。まず第1に，対外的要因と

して「ニクソン・ドクトリン」がある。！日アメリカ植民

地で独立後も政治・経済的に対米依存のきわ：なって高か

ったフィリピン，とりわけアメリカの強力な支援のもと

に政治権力を掌握しつづけきた支配階級にとって，ニク

ソンの「アジア化」構想はことのほか甚大な衝撃であっ

た。ここに支配層自らの手による政治権力安定化への絞

索があったのは当然である。他方，間内的要闘としては

1960年代後半以降の左翼・民主勢力の拾頭，それに伴う

社会的緊張の高揚があげられる。当初中部ルソン地域を

中心とする農村での地主小作間の対立，緊張に端を発し

たが， 60年代末のフィリピン共産党（M L派）再建とそ

の軍事組織新人民軍の活動，さらに都市におりる学生・

労働者の運動展開が加わって， 70年初頭から社会的緊張

は未曽有の高揚期を迎えるにし、たった。これが第2の安

閑である。今‘ーつの要因は支配階級内部の対抗の激化で

92 

ある。直接的にはマルコス大統領の永久的政権保持の野

壌を契機とするが， 69年選挙における史上初の大統領再

選，自派勢力による露骨な体制国め，憲法の三選禁止条

羽打破のための改憲議会における政体移行（大統領制か

「》議院内閣情I）へ〉の試み，等々はマルコス派による支配

附級内部皮対勢力の権力からの完全しめ問しを意味する

tのであり，ここに野党はもとより与党の一部を含む以

γ ルコス勢力の結集を招いた。その結果，彼らによる議

会あるいは，マスコミを過しての過激な政権批判展開，

た漢・民主勢力の反独裁示威行動への同調，また自派勢

力背年組織を使つての街頭デモへの参加，へと発展Lた。

このよろな情勢展開のなかで事態は深刻化の一途をた

どり， 1972年9月21日大統領は「共産主義非合法勢力に

よる合法的政府転覆の危機が切迫した」として憲法第7

寧第四条にもとづきフィリピン全土に戒厳令を布いたの

である。つまり，戒厳令布告〈大統領布告1081号〉によ

り全軍総司令官としての権限発動を宣言したマルコス大

統領は，その後の大統領命令による選挙，議会の停止は

もとより，ストライキ・ピケ禁止，集会・結社の自由停

JI：等民主的諸権利を大きく制限もしくは停止した。戒厳

令布告から 4カ月後の73年1月17日には強行手段により

新憲法に対する国民の同意をとりつりでそれを公布し，

そこに折り込まれた経過規定〈新憲法第17章）にもとづ

き一一ただし同規定第1条にある暫定国民議会設置は完

全に無視したままであるが一一当面旧憲法の大統領権限

ならびに新憲法の大統領および首相の権限を合わせ行使

することになり（第17章第3条第1項〕，さらに大統領の

出す布令，命令などの国家の法律としての効力とその持

続性に関する合法的根拠を得た（第17章第3条第2項）。

ここに，軍隊（注1)と官僚機構に基礎を置く独裁体制が合

法的装いをとって確立したのである。

2. 「新社会」と「小作解放令」

マルコス大統領は，戒厳令下のフィリピン社会を自ら

「新社会Jと呼び，そのための重要政策として七つの改

革目標を発表した。つまり，治安回復，経済改革，農地

改革，新道徳価値の樹立，行政改革，教育改革，社会サ

ービス拡大がそれである。治安回復については軍隊の出

動，急進的運動指導者から体制内反マルコス勢力の指導

的政治家やジャーナリストまでを「反社会的分子として

大量逮捕し，経済改革については外資導入による工業化

の方向を打出し，また行政改革については腐敗職員の大

最解雇，行政機関統廃合を進めた。なかでもとりわけ重

点、が置かれたのが農地改革であるが，それは前述のごと
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くフィリピン社会経済の基礎が依然として農業，投－村に

あること，しかもそこでの土地制度は農民大衆の不満を

毅成して恒常的社会不安の耳主要な一閃在構成しているこ

と，かかる土地制度の改革努力繰返しあ込k、は長年にわ

たる農民巡動の照史が農民をして土地袋ぷを一層白説：（1＇~
にしたことなどからして当然であッた。かかる状泌こそ

が，その決意のほどはいざ知らず，大統悩をして次ωょ

う，斗：1わしめtc.。すなわら「少数者による土地所イ1・1Mこ

そは暴力的紛争，十上会的緊張をひき起こさせる安当かつ

正当な不平不満（validand legitimate grievances）の以

困でめり，それを矯正することは新社会建設の説本Id棋

の一つである」と。

成厳令布告後5IJ Hには全国乞土地改革；地区に指lとす

る旨の大統領布令第2号が，またlカJJld (1)10凡211:1に

は多分に急進的とさえみえる布令第27-l告が発表された。

後者はうをの実胤にあたってyJIJ途地行細見ljが制定される

ものとして改革の大まかな版以lj，か主｜のみ自己刀、す短文の

ものであったが，以後大体この方i;¥,Jに沿って関係法令が

作成され改革労）Jが続けられている。 197:-l年元くまでに発

火された農地改革関係法令をリスト・〆ッソ＂－＇）－ると本稿

米地の〔付］のとおりとなる（白日）。

(ii:1) ソィ Ul: :, cl）’ポMIU隙・ ihi・011v') ；；がこ｜川

内治安対策）jjt/）凶家：n；毛ljiv)4 'it( (J,; )) 6 Ji5000，う

ち凶併 2万5000）からなる。なJ；，ソィリピ J，／）各自

治体に：t臼治体曾然が｛｛ti：す一るが， 1氏厳令体制lFの倫i

)Jr!）基礎はもっぱらLei家里子察軍Eあソこ LI治体野祭之

はない。

Ci主2) 11-法令の内容にづい、 b.t jlJ -, －（断片的に触

れられるとして，ここで全体について一つだけHυ し

ておかなければならない点がある。それは各法令が内

科的にみて符しく坐（.1生を欠き， しかも線以 1,t1'1［令

が山さ H る／.（、に ~＿） いてである。このこと i ! , /Ji~)' l本

で政策の）jJ;,J’）: t王frなえるという主Jd実体；！；，］ i；での政

策の機動性と，同時にその反出での洛；E議ν川、iづ〉さ，

’必 g 占，あるいはtL：•.さを（，＜Ji. J 1士；~ t，の ξんら〉。

II 農地改革計耐の概要

I. 大統領布令第27号

ところで， f小作解放令」施行細川につい℃は同布令

発表から約1カ月後の大統領覚書きによりその公布が延

期されたまま今日にいたっている。ために同「解放令」

はその後断片的に発表される各種実施要綱にもとづャて

進められることとなった。ここでまず布令の内従検討か

ら始めよう。改革内容の要旨は下記のとおりである。

(1)解放来地：米・とうもろこし作付地の小作農。

(2）解放方法；家族規模農場（非滋翫地の場合5ヘクタ

ーノレ， j装車正地の場合ユヘクターノけを限度として，対象

小作成を現在耕作してし、る土地の所有者とみなすこと。

(3）地主の農地保有制限： 7へクタール。

(4）地価算定基準；平年作3カ年の平均収量の2.5倍。

(5）小作人の地価支払カ・法： 15年間均等書j年賦償還， if

利 ti＇；，（，。ただし，債務不履行の場合には村正喜組合（布令 27

号ではで farmers’cooperativeであったがその後 barrio

associationまたは samahangnayonに名称変更）が償

還を代行し，後日当該小作人から請求するものとする。

(6）政府の保証方式：政府所有・管理法人の株式による

小竹－人の償還保証。

(7）タイトル発行．この法令にもとづく土地のタ fトル

は村務組合の正規組｛l'員に対してのみ発行されること。

ただし，そのタイトルは相続の場合を除き譲渡できなb、。

(8）施行細則作成権限：農地改革省長官に付与。

以上が布令27号のJ．たる内容であるが，ここで注意’し

なければならないのは，，］、作解放といってもそれは米・

とうもろこしw付地に限られ商品作物作付地は改革対象

から除外されていること，しかも小作地についてのみ改

革が劣えられ機械力と農業労働者に依拠する地主直営地

は対象外であることの2点である。これについては従来

の改，~＇.，：；n倒でもそうでありそれがまた計・酬の隆路とされ

てきたが，その点では今回の「解放令」もこれまでの路

線をE奇襲したものでしかない。

にもかかわらず布令'l:l号が急進的であるとみられるの

は，地ニ：1:の農地保有制限が7ヘクタール（63年法では75

ヘクタール）と著しく低く抑えられていること，それに

もt慢して耳主要なのは（2）の点，つまり家族規模農場である

ことを条件として小作人を現在耕作している土地の所千i

者－とみなすとヤう点である。もちろんそれは地主所有地

没収による無償配分ではなく，地価算定基準に従ってj也

iとの聞に決められるであろう地価を小作人が15年賦で

償還するものであることはいうまでもなL、。ただ，f所有一

行・であるとみなすJという場台それがL、かなる手段もし

くは手続によるかが主主要な課題であるが，その方主｜を7）く

すのが（71の「この法令にもとづく土地のタイトル云々Jで

ある。すなわち，；農民に対して土地タイトルが発行される

ということであるが， トーレンズ式の不動産登記制度が

確立してレるフィリピンですでに地券の発行されている

地主川有地に地価支払し、をそのままにして，また］：刻の
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土地ポlj量なくしてヲイトルを二重に発行できるわけがな

く，したがってここにし、うタイトルとは土地登記法のレ

う'7｛トル＝地券とは考えられない。布令はこの点に関

して何ら言及していないが，その後の経過から判断して

改革地｜廷で発行されている土地移車ti;!iE•膏 (land transfer 

certificate）をf旨すと考えるほかない。とするとこの土地

移転証書は・｛本いかなる性格のものか，したがって同証

書の法的意凝を吟味することが今回の「小作解放令Jの

性格を知る上で一つの兎要な鍵となると考えられる。

土地移転紅書とともに検討を要するのが村落組合であ

る。というのも，小作人による土地購入代金支払いと＼•

う難題において｜司布令はこの組合を保柾機関として位霞

づけ，しかも土地移転車E書発行をうけるのはこの組合員

である農民に限られるとしているからである。ところが，

かかる組合は従来フィリピンに存在せず， 「解放令Jと

ともに出てきたまったく新しい概念であり新たな政策に

ほかならない。したがって，この組合の性格を明らかに

することがもう一つの貫主要な課題となる。

2. 土地移舷経書の法的意義

土地移転証書の発行は公式には「小作解欣令Jの出た

年の11月138からであるが，政府が最初］からこれに正磁

な法的意義付けを与えていたとは考えられない。という

のは，当初それに関しては何ら言及されず，むしろその

後の法令により意義付けが一つずつ確認されるという総

過をたどったからである。

1973年末までの関係法令によヮて確認しうる同証書の

主要な法的意義としては次の4点が考えられる。まず第

1に，土地移転証書はそれ自体所有権を表示するものに

非常に近い性格をもっと考えられている点である。とい

うのは， 「解放令」布告後の地税負担義務者の判定にお

いて，加l法省見解35号は農地改革省令2---A号のなかの

，節「定額小作制は暫定的に維持され，小作人は当面従

来どおり地主に対して小作料を支払うこと，ただしそれ

は前述の施行納員IJC未発表〕に従って後に地価償還金の

－部に入れて甚定されうるJに依拠しつ勺，負担義務者

l土忠はや地icではなく土地移転証書を受領した小作人で

あらとしているからである。

第2にl：地移転統書は登記されるものむあるという点

である。布令266号はその手順を規定したものであるが，

それによると同証書はすべて農地改革省にまずファイル

され，続いて土地登配委員会に記録され，さらに土地所在

地の挺書登記所の第1次登記簿（primaryentry book) 

に記入されて門該地券にそのことに関する覚書きの注釈
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がつけられることになってU必。そうして，年賦償還が

完済されたあかつきには農地改革省より解放特許状

(emancipation patent）が発行され，それが土地所有権

譲渡の終結的証拠となるとされる。

第3に土地移転証書は担保能力を有すこと。布令315

母はそのことを明記したもので，その第1条は同証書に

村落組合の保証書が添付されることと融資目的が農業に

関係するものであることを条件として，あらゆる金融機

関は同証書を担保として受付容れることとしている。

最後に，土地移転証書は耕作者を確認、Lたものである

という点である。そもそも「解放令Jはその布告時点、で

土地耕作にあたっている小作人をその土地の所有者どみ

なすというものであり，したがって地主小作関係のその

時点、での凍結とU、うことが前提となる。現にその後の農

地改革省令で「現状凍結（statusquo）」が繰返し貧言され

るのはそのためである。そうしておいて該当する小作人

に逓次土地移転証書を発行するのであるから．同証書は

1g1 t，かに耕作者を確認したものと考えられる。

以上が法令により確認できる土地移転証書の法的意義

であるが，その実態については後述されよう。

3. 村落組合とその性格

従来フィリピンの農村地域に存在する協同組合とヤえ

ば町レベルに組織される農業協同販売組合（FaCoMa）が

中心でその他信用組合（creditunion），購買組合（buying

club）が若干みられる程度にすぎず，したがって布令27

号に出てくる「村落組合」は従来実存したことのないま

ったく新しい概念であった。その具体的イメージが明ら

かにされ，組織化が着手されるのは，農地改革のもたら

す利益の永続化，農民の所得・購買カ向上と富の平準化，

および自立・民主化を目的としてフィリピン協同組合運

動の一層の強化方針を打ち出した布令175号およびその

施行細則ともいうべき通達23号においてであった。

l司布令ならびに通達における村落組合の位置づけは下

記のとおりである。まず第11ζ，それが新しい協同組合

組織の基底組織とされている点である。布令175号は協

同組命運動の強化策として既存の協同組合を清算し新た

に1由i，的組合を全国に組織することを意図した。すなわ

ら各村落レベルにまず村落組合を組織し，それを基底

組織としてその上に単一目的の地域協同組合（kilusang

bayan）が組織され，それら地域協同組合は各目的別に

州または全国レベルの連合会あるいは上部団体（katipu・

nang kilusang bayan）に統合されるという構図が考え

られてL、る。したがq て，従来の協同組合（FaCoMa）と
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比較して基本的に異なる点は、一つに多目的組合から単一

目的組合への移行であり，他は協同組合が従来欠いて\r•

た村落レベルの基底組織をもつことになる点であるω 後

背は組織論的にみて著しく互主要な点と考えられるが，村

落組合はそうした基底組織として位置づけされている。

第2に，村落組合は p閃－cooperativeとしてそれ自身

協同組合とはされず，したがって期待される機能も箸し

く多岐にわたっていること。通達231去によると，十li答品ll

｛＇，の機能は（1）土地移転を容易tこするための手段（とゆわ

け地価年賦償還保証機関として）， (2）政府の技術普段，生

産融資の窓口，（3）農村における資本形成のための手段，

(4）協同組合教育のための機関，（5）自治，公的組織の訓練

機関，の五つとされてし、る。このようにー応多岐にわた

る機能が期待されているものの政府の当面ーのねらしの＞（I)

の農地改革に伴う小作人の地価年賦償還保証機関として

のそ＇＂にあることはいうまでもな L、。

話I~I に，村務組i守は相当規模の資金的基礎をもっ組織

であること。それとャうのも，上述のように地悩年賦償

還保証機関としての機能が期待されているために，各組

('i"には二つの基金一一村落保証基金（I姐rrioguarantee 

fun《I）および村務貯構接金（barriosavings fund)-----

設置が義務づけられる。村落保証基金は各組合員が収穫

期ごとにヘクタール：＇ 1リiカバン（従来籾米で44キログ

ラムであったが，最近国家穀物Ji'＇から出された布令によ

り50キログラムとなりた）を拠出することによって積み

立てられ，貯蓄基金は各組合員の金融機関からの農業融

資借入額5%の強制貯蓄，ないしJj々 5ペソの強制貯拡

によるといわれるが，これだけの額が年々蓄積されたら

数年と縫たないうちに各村落組合は巨大な資金プールを

もつことになろう。この他各組合員は加入金として10ペ

ソ，年会費5ベソの納入が義務づけられており，そtしら
が一般の農民組合員にとって過重の負但となることは」、

うまでもない。

消f令および辿遠の内容からゆjらかとなる村治組（，のJ:.

裂な特徴は大体以卜ーの；ilUこ集約される。その実態とHll

阻んkにつし、ては次節iでまとめて述ベタιとにし上う。

皿 漫地改車の進展とをの農民，

農村社会への影響

次に改革計画の進捗状況ならびにその農民，農村への

影響についてみていこう。

1. 改革の進捗紋現

＆草計画における解放対象は小作農1削万人‘その小

作地面積 180万ヘク宇一Iレと想定されている。解放の仕

方はすでに述べたように土地移転証書発行によるが，そ

の場合凡体的には1削ヘクタール以上の小作地を第1優

先として取り上げ，その後逐次開ヘクタール以上100ヘ

クタール未満， 24ヘク qール以上50ヘクタール未満の順

で対象が拡大された。政府公表のデータによると， 1974

年2月11n現在の進捗状況は土地移転証書発行のための

確認作業の終わったものが全体の約6割，うちすでに説

舎を受領した農民が15万人，その小作地面積がZl万ヘク

タールでそれぞれ全体の約15%である。さらに地価が確

定して年賦償還中の小作入力•221人，小作地面積380ヘク

タールと報告されてもら。この数値自体は「解放令」司i

告後1年4ヵ月足らずの成果としてまずまずと評価され

ようが，実はその背後の内実を勘案すると数字の上の成

巣を額面どおり受け取ることはできないのである。

ー｜：地移転証書の法的意義は自111節で述べたとおりである

がその現実はまったく＼）ljであって，今l!ilの調査に関する

かぎりそれが農業融資借入れの担保として金融機関によ

り受燃されたケースは皆無であり，確認され悶定された

はずの緋作者はその後の耕作権（puw田 to）売貨によって

かなり：移動し登記についても布令どお切には必子しも

行なわれていなU、。ただ地税支払いのみがこれから新た

な負担として農民の上にのしかかろうとしている。農民

自身もこの証書のもつ意味に関して当惑を隠しきれず，

「この証書を何と考えたらよいか教えてほしし、」とさえ

いってはばからないのが実情である。

かかる土地移転証帯の現実をもたらした最大の原因

は，その発行のされ方，とくに発行に際しての調査の社

撲さにあると考えちれる。というのも，同証書は（1）通達

41号にもとづ〈地主の所有地およひりト作人申告，（2）それ

を基礎として改草省官吏により行なわれる確認作業，（3)

土地局役人による土地区画ごとの図面作成と面積算定，

を総て発行されるが，その場合地主申告の小作人リスト

はたいてい不完全であり，小作人確認作業は必ずしも尚i
過しではなく，［i(j由i図は航~写真を利用して作られる文

ヤどおりの時間（sketchmap）であ，＇・e,Lかも泊l械は

その略凶にメッシュをかけて算itされる暮し い誤~＇.ぐ少

なくとも 2～3制〉を伴うものでしかなU、からである。

限られた数の官吏により膨大な数の小作人および小作地

を短期間に確認しなければならないという事情も考えら

れるが，それにしてもかかる杜撰な作業にもとづいて発

行される征書なるがゆえに手違いも多しそれが法令に

よー，て担保能力ありとか将来における所有権設減の終結

9ヲ
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的証拠となるとヤ •J てみても信用されないのは当然であ

ろう。ためにヒ記の上うな現実的意味しか持ちえない結

果となっている。パイロット地区での調査でそうだとす

ると， iJlj掲の：i：地移転証書発行に｜手iする数値はそれ肉体

JIミしいとしても，全体として改革の｝二旨に沿った事態の

逃肢をがすものとしてはかなり訓り rJI＼、て受け取らねば

なるまU、。

つぎに，／t[iilの農地改1j'(の1主要な ｝菜とみられる村t拝

礼lrtの車11織状況についてみよう。政府公表のデータによ

ると， 1974年1月末現在の組合数は9504で目標の6制，

組合員数は4品万3264人で全体の5割弱，ただしすでにE書

記されているものの数値はそれぞれ全体の4＇.お！と日訓で

ある。村落組合の組織化若手から 1年足らずの成果とし

ては驚異的とさえいえるが，これについてもデータの」：

でのことであe ，て現実に実質的機能を果たしうるものが

いかほど存在するかはまったく男I］のことであると考えな

ければならない。

先に指摘したように，村落組合は直接的には「解放令J
のもとでの土地移転をより効果的にすることを目的にか

なり性急な組織化がこれまで試みられたことはたLかで

ある。ために内実の伴わない組合結成のケースがかなり

有布することは想像にかたくない。とくにそれは個々の

農民組合員に各種拠出金を要請して相当な規模の資金的

基礎をもつことが想定されているが，この点が宇一つの重

要な問題を投げかけているようである。周知のごとくブ

fリピンの多くの小農民は従来構造的ともいえる負｛責に

とりつかれているのが常態であるが，かかる農民にとっ

て村落組合の加入金から年会費，保証慕金，貯蓄基金に

いたる各種拠出金負担は並大抵のことではあるまい。し

たがって，今回の調査でも確認されたことであるが，ほ

とんどの組合でこれら納入が初年度から著しい滞りを示

しているように見受けられる。比較的うまくいっている

場合でも決して正常ではなく，ある農民の話では村内の

かなりの農民が最近国家警察軍かム警告を受けてやむな

く高利貸かじ借入L組合への拠出金納入を済ませたとい

うことであノλ ホむろん．慕金払込み分は各自の預金隊1

1むに入るわけであるが，そのために全市的に高利負債トこ

依存するとか家計維持のために不足した部分を外部から

の借入れに依拠して莫大な利子負担をするのであっては

将来の見通しは暗いというほかあるまい。

村落組合の組織化が「農民の自助」の思想、にもとづ〈

ものであることは十分理解されるが，そのためには自助

が可能となるような諸条件の整備が伴わなければならな
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L、。そのことはフィリピンにおけるこの穏の組合組織化

に関する過去の経験から得られる重要な教訓lであるが，

その点の配慮、が十分にみられないのも一つの問題といえ

る。このほか，仮に主主金拠出が完全実施された場合各組

（，はおびただしい額のプール資金をもつことになるが，

それを有効に運転していけるだけの能力を有する人材が

村落内部に見出しうるかどうかの問題もある。しかしこ

れはいわば将来の問題であリて，そこに至る以前に組織

論的にみたいくつか麓繋な問題が横たわっているように

思われる。

村落組合の組織化が着手されてか~，いまだ日も浅く，

Lたがってそれに対する評価をうんぬんするのは早計で

あるが，とはいっても上述のような理由から組織状況に

関するデータをそのまま受けとることが控えられなけれ

ばならないことも確かである。

このようにみてくると，現在進行中の農地改革fii、わ

ゆろ’i、作農解放という方向では決して十分な進展を示し

ているとはいえなU、。しかし，現実には土地移転証書が

大量に発行されたL今後も発行されようとしているので

あり，村落組合についても実質はともかく組織化が著し

く進展していることは事実である。したがって，こう L

た形の改革が善きにつけ悪しきにつけ農村社会なりそこ

の作民に対して一定の影響を与えていることは否定でき

ない。それがし、かなるものであるかを今回の調査中に確

認できた範閉で，次に述ぺてみよう。

2. 農地改革の影響

最初に述べたように，現行農地改革は戒厳令体制下で

実施されている。したがって，農地改革の具体的影響を

述べる前に戒厳令それ自体によって農村社会の秩序がど

う変化したかをみておく必要があろう。

もっとも基本的には，伝統的な樹、地会秩序が崩嬢し

て国家警察軍の秩序がそれにとって代わったことであろ

う。戒厳令以前のフィリピン農村社会は基本的に私設暴

力＝私兵にもとづく秩序が貫徹する社会であったといえ

る。それはいわば「地主秩序Jとも呼べるもので，具体

的には私設の武力をもっ大地主あるレはそれと容i桜な関

係合ιつ地方政治家のもとで一定の秩序が維持されてL‘

た。そこでは，中央政府のもつ公設の武力，具体的には

国家警察軍でもってしても介入は必ずしも容易ではなか

った。各地主あるいは政治家の支配区域内では，一般住

民との聞に通常地主小作関係にみられるような温情主義

に基礎をもっ身分的隷屑，関係が成立し，地主に直接反抗

しないかぎり生活而での各種庇護を享受でき，最低限の
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生活は半ば保陳された。もらろんそれは大方の一般住民

を最低生活状態に押しとどめることに工っ℃，搾取を最

大阪にするものであり事しく矛盾を内包するものである

が，それはそれとして •if:の秩序を維持するものであっ

た。ところが戒厳令は則前での武訟などの所持を全l断的

に禁止し，それによって私設暴力装置は解除された。そ

の結果地主は権力の基礎を喪失し「地主秩序Jは崩れ

た。もちろんそれは地主が完全に力を弱めたというので

なく，農村の社会秩序を支える存有：としてのそれをかな

りの程度まで失ったとみられるとレう立味である。

代わって設置・強化されたのが公，，聖武力装置，つまり回

答による秩序である。中央政府のIL¥す法令の執行にあた

っても直接的には官吏があたるがその背徐には常に国警

出動が控えるという仕組となった。そのことは農地改革

省令のなかで「本件実施に関して必要とあれば国替州知

揮官の援助を仰ぐことができる」という 1節がしばしば

みられることからも明t，かである。その結果，従来のよ

うな温情主義的関係は存れの余地が大きく縮小され，冷

厳な戒厳令下の法令にもとづく関係がとりてfl:；わった。

農村の一般住民までが従来支払っfこことのない所持税，

家屋税など各稲租税を納め乙ようにな d 》たのも， i';;-j利負

債をしてまでも村落組合への拠出金に光てるの弘司また

地主が中9との指令 1木で所有地なんぴに小作人リス H：・’

r円f与するのもそのためでthる。

従来中央政府が住民を個別に掌鰐：寸心機会といえばl通
民選挙の前の住民登録に上るぐれν、でしかなかe》た。そ

れも各「地主秩序」内に d 歩入るとどうにでも操作さiし

うるような不完全なものにとどまっていた。 LかL，戒

厳令以降は所得申告，パランガ 1'C「事！？社会」における村

落単位〕ごとのftH':調査，地主の小作人リスト申合，あ

るいは村落組合の組合員リスト等々力：いずれも中央で記

録され，関係す庁に配布されている。＂＇央官庁が各地農

村の住民リストを保管できたためLはこれまでに皆無で

あるかれ，不完ノ？？：とはいえこれは酎期的なことといえ上

ワ。

喜善民に対する農地改革の具体的影響はこのような「地

主秩序」かんI悶替秩序」への修行という 1拝態を背長と L

C観察されらのである。以下それにつL、て述べてみよう。

今回の調査で確認しえたもののなかでまず最初に指摘

しなければならないのが，農民負担の著憎傾向である。

具体的には各種租税（所得税，家屋税，士地税），村落組

合への拠出金（加入金，年会費，保証基金，強制貯蓄〉，

それに新品係栽矯経費などが，新たなfi-!f!l'IB分を構成す

る。

土地税については従来地主負担であったが，先述のよ

うに今回の農地改軍実施過程で新たに農民負担とされ

た。調査時点、でそれを支払った農民はいまだみられなか

ったが，さる町財務官によると1974年度第4期分から農

民負担となるということであった。所得税ならびに家屋

税については従前から農民負担として法制上存在してい

たが， 「地主秩序」のもとにあって一般小作農民のなか

にそれを支払うものはなかったし，またそれが可能であ

った。ところが「新社会J下の『国警秩序」のもとでは

和税滞納が不可能となり，ここに新しく支払いを開始し

た。その結果土地税とともに事実上まったく新たな農民

負担を構成することとなったのである。また，村落組合

への拠出金は2ヘクタール前後の平均的小作農の場合で

年間150～200ぺソ相当になるが，これが農地改革実施に

作って新たに付加された負担であることは前述のとおり

である。なお，新品種栽培経費については，直接的には昨

年後半からのヤわゆる「石油危機Jを契機とする肥料・

良薬など投入資材の著しい値上りが農民の負担を一段と

引l二けRている。ただそれがここで特に指摘されなければ

なじ広いのは，ここ数年来の新品種普及をテコとする食

峰増産計画iの結果費用集約的農法が個別経営内にかなり

広範に採り入れられたその段階での値上りであること，

加えて米価が攻策的に低く抑えられていることによる。

こうした負担がとりわけ深刻な重圧となるのは， 「国

警秩序」のもとでそれが回避または猶予ならない形で存

在するからである。聞くところによると，最近ではフィ

リピン国立銀行あるいは農村銀行から農業融資を受砂て

返済が滞った場合には国警が出動して貸付金取立てを行

なうということである。先に述べた村落組合の拠出金未

納組合員に対する国警からの警告も類似の一例であろ

う。かかる事態の進行は今後一般小農民の園競化を促進

し，ひいては地価支払能力の誓しい低下を招いて改草案

施限害要因へと発展しかねないと考えられる。

農地改革の直接的影響として次に二重小作関係の変化

がみられる。従来中部ルソンの米作ノ、シエンダなどでは

広範なに書記小作関係が成立しており，小作地転貸人と又

小作人との聞は分主主小作関係にあった。ところが，今回

の「解放令Jは転貸人を排除して直接耕作者である又小

作人を解放対象とした。そこで転貸人は又小作人との関

係を分益小作関係から新たに賃労働者なし、し常傭労働者

との関係、に転換して借入地を直営地の形に改めたもので

ある。つまり，転貸人が直接耕作にあたる小作人となり，
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又小作人は農業労働者となった。すべてのケースでそう

であったとはし、えなし、が，小作地転貸人が地方の有力者－

である場合には大体その方向で問題が処理されたとみら

れる。これは， 部地主による小作地の直営地化同様地

主的所宥の再編成につながるものと考えられる。

第3に，名目的農民の増加が観察される。これは，「解

放令」が直接耕作者に対してのみ耕作権を確認し土地移

転証書発行を行なうとしたために，小地耐ーを他人に耕作

させて自らは都会に流出していたような家族が急拠家桜

員のl人を帰村させるといぺたこと，また小作地を家妙、

規模農場規定を超えて保有してu、た農民が家族・親戚の

者の名前を使って別人の小作地であるかのごとく仕立て

たこと，などの結果である。

第4に耕作権（puwesto）売買の頻発である。ソ。ウエス

トの売買自体は「解放令」後の関係法令により禁lf:され

ているが，現実に政府の確認した耕作者が必ずしも正確

でないこと，加えて農民負担著増傾向のなかで耕作権全

手放さざるをえないケースが続出していること，などに

よる。これについてもまた，いったん線認した耕作者の

その後の移動という事態が今後の改：般の進展;t斉が比：で

も困難とさせることになろろ。

第5に延滞小作料の顕在化があげられる。生産力が低

く生産が不安定なところでの定額小w制はしばしば農民ー

による小作料支払不能の発生をft:?。しかl，従自ffのよ

うれ「地主秩序」のもとではそれ自体恒常的に存在しな

がらも秩序に反抗しなヤかぎり延滞小作料支払強要は起

こらなかった。ところが， 「解放令」実植，それに伴う

土地移転証書発行の過程で地主側がその清算を要求して

きた。年々の小作料すら満足に納められない農民にさら

に積年の延滞分主で徴集されるとあってはこれまた大変

な負担を構成することになる。

このほか農民の宅地問題，地主に対する有益費補償問

題の表而化がみられる。フィリピン農村の集落は集村形

態をとる。ために耕地と居住地が別々に伝地するのが普

通である。その場合，地主は小作人に対して所有地の企

部を宅地として無償供与するのが従来の慣行であり， 55

年の土地改革法においても10的平方メートルを限度と L

．でそれが制度化された。ところが．今［＜＞］の「解紋合｜実

施過程で地主側は，耕作地売却を強要されφのであれ

ば，宅地についても市場価格による買取りを要求すると

いう手段にでた。また，従来地主負担で行なわれた水利

施設およびその他の改良につャても補償を当然のことと

して要求してきた。これらは個別農家の負担を一層大き
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くするものであり，ここに改革の今後の展開に大きな1/iJ

題を投げかけるにおよんでいる。

IV 今後の！長虫

｜彼られた期間と｜根られた範囲での調査ではあるが，そ

こでの観察にもとづくかぎり，戒厳令下の農地改革はこ

れまでともかく」定の進民を示してきたが，土地移転叫

書発行あるいは村務組合組織化にみられるように政府の

立r主Iと別尖との間に大きな諮問l(t.7'.!;11泊ーL，幾多の重大な

新たな＇［長 f患のM聞を併発しているということができる。

とすると， liHをに改革の今後の／j!.：望l土b‘かにあるかがtliJ

われなければならなし、。以下その点につL、ての大さ，ぺま

な感忽を述べておこう。

結論から先にいうと，これまでの実施経過が今後とも

踏襲されると仮定した陽介，徹底した小f1会農解放とし、う

i＇斤期の fl標達成は大ャに疑問とせざるをえなL‘。 J喚；？す

ると，地 U11J所有のす？干の手直L，内編成に止ま「Jさる

をとえないと L、うことである。そうした判断の具体的依拠

としては，－ ••. ~·）にこれまでみてきたようなし、くつかの重

大な阻’S要凶，つまりぷ礎調査の不十分さおよび不正隊

さ，農民負担著刑に伴う地価支払能力低下，確認された

はずの耕作脅のその後の移動，村綿布L（；－の定着性に対す

る疑問．等守があげられる。

これらは確かに改革阻害要因には違レなレが，戒厳令

体制こし、う強権発動装置のもとでは究極的には政策の背

後の意図なり政権の決；むに左右されるi/1iが大きいとみな

ければなるまレ。戒厳令の直前までにみられた社会的緊

張の許 L ，、 1f~j揚は農民の間の潜在的不満ど・つの重要な

契機とするものであり，それに対しては不十分であって

もここで何らかの対処策を山さないわけにはいかなし、で

あろう。 「解放令Jf去のi：地移転証脊は，今101の調査で

みるかぎり現実には確かにτ」片の紙きれlriJ~であるが，

フィリピン大統領名でIi¥されたそれが簡単にJi.古化する

とあ〆』ては政権のr.J；券にかかわるであろう。そこで現政

権がどこ主で改革推進の決i立をもってし、るかの検討が必

要である。

それを知る 4つの，Ji：~ーな t｝；、令と L て7:{ij'lりJJ:1111に附

／二大統領通達 1.1:1.¥j-がある。 J1i］通達l士． ノ｛リピン地i

の95.4%は12ヘクタール未満の零細l地：tーであり．これん

i也：::J:.は農村地域で中産階級を構成しており，彼らの土地

を解放して没落に向かわLめることは「新社会J建設の

泊、1・,Jに反するとして，小地.l.(2，！ヘクタ－＇~＊治iJt也： iJ

所有地に対する「解放令」適用に大きな除外規定を設け
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た。これは一般に受けとめられているように大統領の決

なの著しい後退を示すものといえる。

ただここでi:lとじ：しなければならないのは．決；志、の後退

はあくまでも小l也白砂i右I止ー寸期くところによるとこの

lいにはかなりの数の現役・退役軍人および官克のi-!fr千i手地

泊・；1守：主れるとし‘うことであるカLず T

j也：Lあるいl士ij1J血i企のそれに主、｝してi土既定}j針どおりで

あるとL、う点である。現に 100ヘクタール以上地主に始

まサてすでに50ヘクタール以上地主所有地まではかなり

の程度まで土地移転証書発行が完了しており．したがっ

て今後決着を迫られるのはこの階層の地主所有地である

左みることができる。その意味では上記通達は今後改革

の焦点を明r，かにしたものと受けとることができる L,

その辺に政僚の本来の意l~Iがあるように思われる。とし・

うのは，そもそも現政権の基本的性格からみて徹底Lた

農地改革はありうべくもなく，要：i－うとのフ。ラス効果を

上げればそれで十分だからである。

大.'i’j血i：を改革の焦点に据えることのプラス効果と

しては次の言者点が考えられる。第1に，地主数が少なく

そこに含まれる小作農数が大きいこと，つまり犠牲を最

小限に食いとめて長大の効果をあげうることである。 m
2に， IH「地l：秩序」の中核は大地ニiであり，彼んの物

的tll躍を存うことはその完全な崩壊を；なlルL，ひu、ては

伝統的支阻階級内のば対勢力の基盤壊滅につながるこ

と。第3に， 「l也主秩序」の破壊は従来その内部で地主

が住民から搾取していた部分を中央政府が租税などの近

代的形態によって吸収することを谷坊にし，政府の財政

主主礎拡大につながると考えられることである。

もらろん，大地主所有地が今後の改革の焦点になるで

あろうとい，〉ても，作物転換なり直営地化による抜道は

用意されており，また農民側での地価支払不能肴もかな

りみられるようにたるであろろし， したがって徹底的解

体はありえ？とい。ただ，大地一iーの［地＋秩序l合文える

物的拡礎が人Aきく縮小されて機能しえなくなれば，それ

で政権の窓図は十分満足されるであろう。その結果， i'l

作農もその過純である程度創出されるであろうが，大品

的にl土地主的所有の再編成にとどまると考えられるので

ある。
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37. 1聖地改革省令第31号：省令第31号の補足・修正（73
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（注〉

II) 各法令の原名は下記のとおりである。

大統領布令 Presidential Iぬcree

大統自ii実施指令 Letter of Implernentatio日

大統似通達 Letter of Instruction 

大統fili覚書き Mernoran,lurn of the President 

大統飯一般命令 General Order 

農地改革省令 D. A. R. Memorandum, Mernoran・ 

dum Circular 

司法省見解 JusticeDepartment Opinion 

司法省令 Justice Department Circular 

(2) 法令リスト作成にあたって利用した資料は下記の

2点である。

1. F. D. Pinpin comp. & ed., Philippine 

Lawson Agrarian Rげorms,Second Edition, 

Manila, 1974. 

2. Cep't. of Agrarian Reform comp., Vital 

Documents on Agrarian Reform under the 

N目 U Society, Quezon City, 1974. 

（調査研究部〕

ソ連，ハンガリー，東ドイツ，ユーゴスラピアの経済

改革と計画管理制度を概観し，ソ速における経済改革実

施後の価格制度をサーベイし，コメコン諸国の経済統合

問題との関連において国際価値・価格・通貨問題の理論

的整理を行ない，米ソの経済成長の比較と予測では，米

ソの絶対的生産カ水準の現況を調査し，その帰趨を展望

後進資本主義が内包する，先進諸国の外圧によるひず

みが，現実にどのような形のものに帰結するかを，いく

つかの主要な類型によって明らかにし，発展途上国の近

代化のために必要かつ十分な条件とは何かを探究する。




